
（法第２８条第１項） 

 

２０２５年度（令和７年度）の事業報告書 

 

特定非営利活動法人わたぼうし 

 

１ 事業の成果 

  ２０２５年度（令和７年度）は、昨年同様、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業及び、障害者総合

支援法に基づく障害福祉サービス事業の向上を目指しました。 

  今年度も、利用者の意思、及び人格を尊重して常に利用者の立場に立ったサービスの提供はもとより、利用

者とその家族の更なる生活の向上等を図ることができるよう援助を行いました。 

 

２ 事業の実施に関する事項   

事 業 名 事 業 内 容 実施日時 実施場所 
従事者の

人数 

受益対象者の

範囲及び人数 

(1)障害者総合支

援法に基づく 

地域生活 

 支援事業 

 身体障害者に対して移動支

援及び身体介助を行った。 

年中無休(12/29

～1/3 を除く) 

柏市及び 

その周辺 
7 人 

障害者延べ 

76 名 

(2)障害者総合支

援法に基づく 

 障害福祉 

 サービス事業 

 在宅における身体障害者及

び身体障害児の身体介護を行

った。 

年中無休(12/29～

1/3 を除く) 

8:00～21:00 

柏市及び 

その周辺 
8 人 

障害者及び障害

児延べ 1,258 名 

 利用者が置かれている環境

に応じて食事の提供、創作活

動、機能訓練、社会適応訓練、

レクレーションを行った。 

 ・事業所と地域の交流 

 ・利用者の健康管理 

月曜日～土曜日 法人事業所 9 人 
障害者延べ

2,431 名 

 


